
令 和 元 年
12月20日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
施
術
機
関
の
指
定
（
厚
政
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
機
関
の
指
定
（
厚
政
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

契
約
の
締
結
（
健
康
増
進
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
二
件
）
（
商
政
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
（
商
政
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

換
地
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村
整
備
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

公
共
測
量
の
実
施
（
二
件
）
（
監
理
課
）

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

柳
井
都
市
計
画
ご
み
焼
却
場
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
）

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

柳
井
都
市
計
画
市
場
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
）

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
選
管
告
示

直
接
請
求
に
必
要
な
有
権
者
の
数

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
安
委
規
則

国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利

用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

七
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
企
業
管
理
規
程

山
口
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
二
百
六
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療

扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

施

術

者

指
定
年
月
日

氏

名

住

所

牛
見
真
理
子

山
口
市
黒
川
七
五
五
の
五

令
和
元
、
一
〇
、

一

前
田

香

〃

三
和
町
八
番
五
号

〃

〃

〃

森

可
奈
子

〃

吉
田
二
三
二
三
の
三

〃

〃

一
七

吉
岡
ま
ゆ
み

〃

秋
穂
東
七
〇
〇
五
の
一

〃

〃

一

松
浦

寛
治

防
府
市
大
字
高
井
四
三
二
の
一

〃

〃

〃

山
口
県
告
示
第
二
百
六
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

地

域

密

着

型

介

護

老

人

福

祉

施

設

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
青
景
園

サ
テ
ラ
イ
ト
秋
芳
の
里

美
祢
市
秋
芳
町
秋
吉
五
二
四
三
の
三

令
和
元
、

九
、

一

公

告

（
一
九
八
）
契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

健
康
福
祉
部
健
康
増
進
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

契
約
に
係
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量

一
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抗
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
薬
（
イ
ナ
ビ
ル
吸
入
粉
末
剤
20
㎎
）

三
万
三
千
四
百
箱

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
元
年
十
一
月
二
十
五
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

第
一
三
共
株
式
会
社

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
町
三
丁
目
五
番
一
号

六

契
約
金
額

五
千
七
百
八
十
二
万
八
千
七
百
六
十
円

七

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
た
め

八

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

（
一
九
九
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

当
該
届
出
は
、
令
和
元
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
令
和
二
年
四
月
二
十
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

働
部
商
政
課
及
び
柳
井
市
経
済
部
商
工
観
光
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

イ
オ
ン
柳
井
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

所
在
地

柳
井
市
大
字
柳
井
一
七
四
〇
の
一

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株

式
会
社

広
島
市
南
区
段
原
南
一
丁
目
三
番
五
二
号

平
尾

健
一

株
式
会
社
ナ
フ
コ

北
九
州
市
小
倉
北
区
魚
町
二
丁
目
六
番
一
〇
号

石
田

卓
巳

株
式
会
社
岩
崎
宏
健
堂

周
南
市
下
一
の
井
手
五
六
三
六
の
五

上
野
山
孝
誠

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
を

設
置
す
る
者
の
代
表

者
の
氏
名

加
栗

章
男

平
尾

健
一

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株
式
会

社

〃

〃

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
七
日

五

変
更
年
月
日

令
和
元
年
九
月
十
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
柳
井
新
庄
店

所
在
地

柳
井
市
新
庄
四
四
の
五

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株

式
会
社

広
島
市
南
区
段
原
南
一
丁
目
三
番
五
二
号

平
尾

健
一

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
住
所

株
式
会
社
ツ
ル
ハ
グ
ル
ー
プ
ド

ラ
ッ
グ
＆
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
西
日
本

広
島
市
中
区
八
丁
堀
一

一
番
八
号

広
島
市
西
区
井
口
明
神

一
丁
目
一
番
一
〇
号

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
七
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
五
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
柳
井
新
庄
店

所
在
地

柳
井
市
新
庄
四
四
の
五

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二
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名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株

式
会
社

広
島
市
南
区
段
原
南
一
丁
目
三
番
五
二
号

平
尾

健
一

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

株
式
会
社
大
創
産
業

矢
野

博
丈

矢
野

靖
二

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
七
日

五

変
更
年
月
日

平
成
三
十
年
三
月
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
柳
井
新
庄
店

所
在
地

柳
井
市
新
庄
四
四
の
五

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株

式
会
社

広
島
市
南
区
段
原
南
一
丁
目
三
番
五
二
号

平
尾

健
一

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
を

設
置
す
る
者
の
代
表

者
の
氏
名

加
栗

章
男

平
尾

健
一

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株
式
会

社

〃

〃

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
七
日

五

変
更
年
月
日

令
和
元
年
九
月
十
日

（
二
〇
〇
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

当
該
届
出
は
、
令
和
元
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
令
和
二
年
四
月
二
十
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

働
部
商
政
課
及
び
平
生
町
役
場
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

平
生
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

所
在
地

熊
毛
郡
平
生
町
大
字
平
生
町
五
七
一
の
一

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株

式
会
社

広
島
市
南
区
段
原
南
一
丁
目
三
番
五
二
号

平
尾

健
一

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株
式
会

社

─
─

松
月
堂
製
パ
ン
株
式
会
社

─
─

藤
永

典
生

─
─

淡
路

文
夫

─
─

富
士
商
株
式
会
社

─
─

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日

五

変
更
年
月
日

平
成
十
四
年
五
月
三
十
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

二
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名

称

平
生
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

所
在
地

熊
毛
郡
平
生
町
大
字
平
生
町
五
七
一
の
一

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株

式
会
社

広
島
市
南
区
段
原
南
一
丁
目
三
番
五
二
号

平
尾

健
一

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

─
─

株
式
会
社
ジ
ュ
ン
テ
ン
ド
ー

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
住
所

─
─

島
根
県
益
田
市
下
本
郷
町
二
〇
六

の
五

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名

─
─

飯
塚

正

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日

五

変
更
年
月
日

平
成
十
四
年
六
月
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

平
生
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

所
在
地

熊
毛
郡
平
生
町
大
字
平
生
町
五
七
一
の
一

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株

式
会
社

広
島
市
南
区
段
原
南
一
丁
目
三
番
五
二
号

平
尾

健
一

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の

住
所

兵
庫
県
姫
路
市
三
左
衛
門
堀
東
の

町
一
二
一

広
島
市
南
区
段
原
南
一
丁
目
三
番

五
二
号

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
四
年
五
月
十
五
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

平
生
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

所
在
地

熊
毛
郡
平
生
町
大
字
平
生
町
五
七
一
の
一

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株

式
会
社

広
島
市
南
区
段
原
南
一
丁
目
三
番
五
二
号

平
尾

健
一

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

株
式
会
社
ツ
ル
ハ
グ
ル
ー
プ
ド

ラ
ッ
グ
＆
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
西
日
本

福
岡

慎
二

村
上

正
一

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
七
年
八
月
七
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

平
生
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

所
在
地

熊
毛
郡
平
生
町
大
字
平
生
町
五
七
一
の
一

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株

式
会
社

広
島
市
南
区
段
原
南
一
丁
目
三
番
五
二
号

平
尾

健
一

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ハ
ー
テ
ィ
ウ
ォ
ン
ツ

株
式
会
社
ツ
ル
ハ
グ
ル
ー
プ
ド

ラ
ッ
グ
＆
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
西
日
本

四
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四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
七
年
八
月
十
六
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

平
生
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

所
在
地

熊
毛
郡
平
生
町
大
字
平
生
町
五
七
一
の
一

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株

式
会
社

広
島
市
南
区
段
原
南
一
丁
目
三
番
五
二
号

平
尾

健
一

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
住
所

株
式
会
社
ツ
ル
ハ
グ
ル
ー
プ
ド

ラ
ッ
グ
＆
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
西
日
本

広
島
市
安
佐
南
区
祇
園

三
丁
目
二
六
番
三
号

広
島
市
西
区
井
口
明
神

一
丁
目
一
番
一
〇
号

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
五
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

平
生
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

所
在
地

熊
毛
郡
平
生
町
大
字
平
生
町
五
七
一
の
一

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株

式
会
社

広
島
市
南
区
段
原
南
一
丁
目
三
番
五
二
号

平
尾

健
一

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の

代
表
者
の
氏
名

加
栗

章
男

平
尾

健
一

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日

五

変
更
年
月
日

令
和
元
年
九
月
十
日

（
二
〇
一
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和

元
年
七
月
九
日
山
口
県
公
告
（
六
一
）
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
山
陽
小
野
田

市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
令
和
元
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
令
和
二
年
一
月
二
十
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

働
部
商
政
課
及
び
山
陽
小
野
田
市
経
済
部
商
工
労
働
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

ホ
ー
ム
プ
ラ
ザ
ナ
フ
コ
小
野
田
店

所
在
地

山
陽
小
野
田
市
大
字
西
高
泊
七
三
五

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い
。

（
二
〇
二
）
換
地
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

柳
井
市
鷹
の
巣
地
区
の
換
地
計
画
を
適
当
で
あ
る
と
決
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

柳
井
市
鷹
の
巣
地
区
換
地
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

四

山 口 県 報 （定期） 第 66 号令和元年12月20日 金曜日

五

山 口 県 報 （定期） 第 66 号令和元年12月20日 金曜日



令
和
元
年
十
二
月
二
十
三
日
か
ら
令
和
二
年
一
月
十
四
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

（
二
〇
三
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
関
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し

た
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
臨
港
道
路
台
帳
図
デ
ー
タ
作
成
）

二

作
業
の
地
域

下
関
市
観
音
崎
町
及
び
竹
崎
町

三

作
業
の
期
間

令
和
元
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
二
十
七
日
ま
で

（
二
〇
四
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
周
南
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し

た
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
道
路
台
帳
図
デ
ー
タ
作
成
）

二

作
業
の
地
域

周
南
市
五
月
町
、
新
地
一
丁
目
、
羽
島
一
丁
目
、
東
北
山
二
丁
目
、
大
字
栗
屋
、
大
字
下
上
、
大

字
徳
山
、
大
字
富
田
及
び
大
字
夜
市

三

作
業
の
期
間

令
和
元
年
十
二
月
十
一
日
か
ら
令
和
二
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

（
二
〇
五
）
柳
井
都
市
計
画
ご
み
焼
却
場
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

柳
井
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
柳
井
都
市
計
画
ご
み
焼
却
場
の
変
更
に
係
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま

す
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

柳
井
都
市
計
画
ご
み
焼
却
場
一
周
東
環
境
衛
生
組
合
ご
み
焼
却
場

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

（
二
〇
六
）
柳
井
都
市
計
画
市
場
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

柳
井
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
柳
井
都
市
計
画
市
場
の
変
更
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

柳
井
都
市
計
画
市
場
一
山
口
県
農
業
協
同
組
合
南
す
お
う
地
方
卸
売
市
場

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

六

山 口 県 報 （定期） 第 66 号令和元年12月20日 金曜日



選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第

八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び

運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を

有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に

八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

直
接
請
求
の
種
類

根

拠

規

定

必

要

な

有

権

者

の

数

県
条
例
の
制
定
又
は
改

廃
の
請
求

地
方
自
治
法
第
七
十
四

条
第
一
項

二
三
、
一
九
五

県
の
事
務
の
執
行
に
関

す
る
監
査
の
請
求

地
方
自
治
法
第
七
十
五

条
第
一
項

県
議
会
の
解
散
の
請
求
地
方
自
治
法
第
七
十
六

条
第
一
項

二
四
四
、
九
六
七

県
議
会
の
議
員
の
解
職

の
請
求

地
方
自
治
法
第
八
十
条

第
一
項

下
関
市
選
挙
区

七
三
、
七
八
四

宇
部
市
選
挙
区

四
六
、
二
二
九

山
口
市
選
挙
区

五
三
、
一
八
八

萩
市
・
阿
武
町
選
挙
区

一
四
、
六
二
六

防
府
市
選
挙
区

三
二
、
一
八
〇

下
松
市
選
挙
区

一
五
、
六
六
五

岩
国
市
・
和
木
町
選
挙
区

三
九
、
四
四
九

光
市
選
挙
区

一
四
、
四
五
七

長
門
市
選
挙
区

九
、
七
七
九

柳
井
市
選
挙
区

九
、
一
一
四

美
祢
市
選
挙
区

七
、
〇
五
一

周
南
市
選
挙
区

四
〇
、
一
一
五

山
陽
小
野
田
市
選
挙
区

一
七
、
五
二
〇

周
防
大
島
町
選
挙
区

四
、
八
一
九

上
関
町
・
田
布
施
町
・
平
生
町
選
挙
区

八
、
六
〇
六

知
事
の
解
職
の
請
求

地
方
自
治
法
第
八
十
一

条
第
一
項

副
知
事
、
県
の
選
挙
管

理
委
員
若
し
く
は
監
査

委
員
又
は
公
安
委
員
会

の
委
員
の
解
職
の
請
求
地
方
自
治
法
第
八
十
六

条
第
一
項

二
四
四
、
九
六
七

県
の
教
育
委
員
会
の
教

育
長
又
は
委
員
の
解
職

の
請
求

地
方
教
育
行
政
の
組
織

及
び
運
営
に
関
す
る
法

律
第
八
条
第
一
項

公
安
委
員
会

国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の

利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
号

国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の

利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

本
則
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る

手
続
等
に
つ
い
て
は
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六

年
山
口
県
規
則
第
八
十
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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企

業

局

山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
十
号

山
口
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日

山
口
県
公
営
企
業
管
理
者

小

松

一

彦

山
口
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

山
口
県
企
業
局
財
務
規
程
（
昭
和
四
十
年
山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
四
十
四
条
中
「
、
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
条
」
を
「
及
び
第
四
十
九
条
」
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
中
「
出
納
取
扱
金
融
機
関
を
支
払
人
と
し
、
か
つ
、
当
該
出
納
取
扱
金
融
機
関
を
受
取

人
と
す
る
小
切
手
を
振
り
出
し
、
支
払
依
頼
書
に
」
を
「
資
金
交
付
通
知
書
に
支
払
依
頼
書
、
」
に
、

「
当
該
出
納
取
扱
金
融
機
関
に
」
を
「
出
納
取
扱
金
融
機
関
に
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
出
納
取
扱
金
融
機
関
を
受
取
人
と
す
る
小
切
手
を
振
り
出
し
、
支
払
依
頼

書
に
」
を
「
資
金
交
付
通
知
書
に
支
払
依
頼
書
及
び
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
小
切
手
を
振
り
出

し
、
支
払
依
頼
書
」
を
「
同
項
の
書
類
」
に
改
め
る
。

第
四
十
九
条
第
一
項
中
「
当
該
出
納
取
扱
金
融
機
関
を
受
取
人
と
す
る
小
切
手
を
振
り
出
し
、
支
払

依
頼
書
に
」
を
「
資
金
交
付
通
知
書
に
支
払
依
頼
書
及
び
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
第
二
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

第
六
十
五
条
中
第
三
項
を
削
り
、
第
四
項
を
第
三
項
と
し
、
第
五
項
を
第
四
項
と
す
る
。

第
六
十
九
条
第
一
項
中
「
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
振
り
出
し
た
小
切
手
が
そ
の
振
出
日

付
」
を
「
出
納
取
扱
金
融
機
関
に
対
し
て
隔
地
の
債
権
者
に
支
払
を
す
る
た
め
の
資
金
を
交
付
し
た
場

合
に
お
い
て
、
当
該
資
金
の
交
付
の
日
」
に
、
「
当
該
債
権
者
に
対
し
て
支
払
を
す
る
」
を
「
当
該
」

に
、
「
当
該
小
切
手
」
を
「
第
四
十
六
条
第
二
項
の
支
払
通
知
書
」
に
改
め
る
。

第
八
十
五
条
中
「
振
り
出
さ
れ
た
小
切
手
」
を
「
交
付
さ
れ
た
資
金
交
付
通
知
書
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
四
条
の
改
正
規
定

は
、
令
和
元
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事
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